
皆様の生活する上での不安や疑問を少しでも解消していただく
ための情報紙として、毎週お届けします。
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●被災自治体News

7月8日発行

Vol.458

●交流ルームひばり通信7月25日（土）から27日（月）まで開催を予定して

いた令和2年度相馬野馬追は、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大を防止するため、お行列や甲冑競馬、神旗

争奪戦をはじめとする行事の大部分を中止します。これ

に伴い、市内の交通規制も行われません。

中村・太田・小高の各神社では、少数の参加者で式典

が執り行われますが、無観客となりますので、式典中の

立ち入りは制限されご覧いただくことができません。

■式典の実施に伴い、下記日程では各神社の立ち入りが

できなくなります。

【問い合わせ先】

南相馬市 経済部 観光交流課

直通電話：0244-24-5263

場所 日程

相馬中村神社 7月25日（土）午前

相馬太田神社 7月26日（日）午前

相馬小高神社 7月27日（月）午前



被災自治体News

旧避難指示区域内の住民登録人口と居住人口の推移（6月30日現在）

7月8日HP更新

旧避難指示区域内の小高区および原町区の居住人口は、6月30日現在で4,303人とな

り、同区域内の住民登録人口（7,938人）に占める居住率は54．2パーセントになりま

した。

南相馬市からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.4582

次ページへ続きます
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問い合わせ 復興企画部 被災者支援課 被災者支援係 0244-24-5223TEL
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被災自治体News

問い合わせ 復興企画部 被災者支援課 被災者支援係 0244-24-5223TEL

避難指示区域別の世帯数と人口（6月30日現在）

7月8日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.4584
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令和2年度 金婚祝賀会のご案内

7月7日HP更新

注意

これまで社会の発展に貢献され、結婚50周年という大きな節目を迎えられたご夫婦を

対象に、市として祝意を表するため、金婚祝賀会を開催します。

とき

11月20日（金）午前10時～

新型コロナウイルス感染症の流行状況により、延期、中止など、変更する場合があ

ります。申し込みの皆さまには、改めて連絡します。

ところ

ブライダル＆ホテル ラフィーヌ（南相馬市原町区旭町2-29）

対象となるご夫婦

南相馬市内に住所を有するご夫婦で、

(1)昭和45年1月1日～12月31日の間に結婚され、金婚50年を迎えられたご夫婦

または

(2)昭和44年12月31日以前に結婚され、これまで金婚祝賀会に出席されていないご夫婦

申込期限

7月31日（金）

参加申込書

長寿福祉課、小高区市民総合サービス課、鹿島区市民総合サービス課に備え付けの申込

書を使用するか、様式をダウンロードして使用してください。

令和2年度金婚祝賀会参加申込書（PDF）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/17/20200703_9131p.pdf

令和2年度金婚祝賀会参加申込書（Word）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/17/20200703_97380.doc

【問い合わせ・申込先】

南相馬市役所 健康福祉部 長寿福祉課

〒975-8686 南相馬市原町区本町二丁目27（東庁舎1階）

0244-24-5239 0244-24-5740TEL FAX
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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金（第十一回特別弔慰金）の

請求受付を開始しています 7月7日HP更新

わが国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて

弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に特別弔慰金（記名国債）が支給されます。

なお、手続きに時間がかかることもありますので、あらかじめご了承ください。

支給対象者

戦没者等の死亡当時の遺族で、令和2年4月1日（基準日）において、「恩給法による

公務扶助料等」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方（戦没者

等の妻や父母等）がいない場合に、次の順番による先順位の遺族一人に支給されます。

1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した

方

2. 戦没者等の子

3. 戦没者等の（1）父母（2）孫祖父母（4）兄弟姉妹

戦没者の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうか

により、順番が入れ替わります。

4. 上記1～3以外の戦没者等の三親等以内の親族（おい、めいなど）

戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

4月1日～令和5年3月31日

請求期間を過ぎると請求できなくなります。

必要書類等

指定の請求書のほかに、印鑑や戸籍抄本などが必要になります。

【受付窓口】

南相馬市役所東庁舎 社会福祉課 0244-24-5243

鹿島区役所 市民総合サービス課 0244-46-2112

小高区役所 市民総合サービス課 0244-44-6711

注意

注意

注意

TEL

TEL

TEL

問い合わせ 健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係 0244-24-5243TEL

浜通り×さんじょうライフvol.4586



被災自治体News

今週の番組 60分 ※パソコン視聴

1. オープニング&今週の番組 [2分]

2. 涙と笑顔で6年分のありがとう。南相馬市小学校卒業式 後編 [24分]

3. 南相馬市健康福祉センター「ゆらっと」開所式 [8分]

4. 南相馬地酒「御本陣」新酒発表会 [12分]

5. 南相馬市消防団原町区団令和2年春季防火パレード [10分]

6. 南相馬市議会令和2年第2回(3月)定例会 [3分]

7. リクエストアワーのお知らせ [1分]

番組内容 [7/3～7/10]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）

7浜通り×さんじょうライフvol.458 

【都道府県別】(福島県外) 【福島県内市町村別】
都道府県 人 数

北海道 53

青森県 40

岩手県 38

宮城県 926

秋田県 43

山形県 121

茨城県 992

栃木県 471

群馬県 132

埼玉県 653

千葉県 561

東京都 803

神奈川県 419

新潟県 314

富山県 15

石川県 23

福井県 12

山梨県 37

都道府県 人 数

長野県 53

岐阜県 17

静岡県 59

愛知県 40

三重県 7

滋賀県 5

京都府 34

大阪府 61

兵庫県 21

奈良県 5

和歌山県 -

鳥取県 -

島根県 5

岡山県 22

広島県 10

山口県 1

徳島県 1

香川県 5

都道府県 人 数

愛媛県 8

高知県 5

福岡県 19

佐賀県 4

長崎県 10

熊本県 6

大分県 5

宮崎県 10

鹿児島県 8

沖縄県 18

国外 11

合計 6,103

市町村 人 数

福島市 2,471

会津若松市 197

郡山市 1,713

いわき市 3,216

白河市 249

須賀川市 145

喜多方市 19

相馬市 443

二本松市 1,034

田村市 69

南相馬市 2,006

伊達市 105

本宮市 474

桑折町 140

国見町 28

川俣町 57

大玉村 197

鏡石町 8

市町村 人 数

天栄村 1

下郷町 4

南会津町 9

北塩原村 2

西会津町 4

磐梯町 4

猪苗代町 19

会津坂下町 20

金山町 1

会津美里町 9

西郷村 140

泉崎村 5

中島村 2

矢吹町 32

棚倉町 7

塙町 2

石川町 6

古殿町 1

市町村 人 数

三春町 71

小野町 12

広野町 45

楢葉町 17

富岡町 14

川内村 4

大熊町 3

浪江町 1,000

葛尾村 5

新地町 85

飯舘村 2

県内 2

合計 14,099

避難者総数

20,202

(前月 20,208)

(前月 14,098)

(前月 6,110)

浪江町民の避難状況（6月30日現在）

浪江町からのお知らせ
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新型コロナウイルス接触確認アプリ

7月1日HP更新

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性がある場合、プ

ライバシーを確保したうえで通知を受けることができるスマートフォン用「新型コロナウ

イルス接触確認アプリ」を配信しています。

新型コロナウイルス接触確認アプリとは

利用者本人の同意を前提に、スマートフォンの近接通信機能（ブルートゥース）を利用

して、お互いの個人情報が分からないようプライバシーを確保して、新型コロナウイルス

感染症の陽性者と接触した可能性について通知を受け取ることができるアプリです。

利用するにあたって、氏名、連絡先、メールアドレスなどの個人を特定する情報を入力

することはありません。

詳しくは、厚生労働省のホームページ、または周知チラシをご覧ください。

厚生労働省のホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html

周知チラシ

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/12542.pdf

アプリをインストールするには

「App Store」または「Google Play」で「接触確認アプリ」と検索していただくか、

下記QRコードをスマートフォンのカメラで読み取って、インストールしてください。

問い合わせ 健康保険課 国保年金係 0240-34-0242TEL

浜通り×さんじょうライフvol.4588
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人と人をつなぐ交流施設

先週に引き続き、「道の駅なみえ」の紹介です。

今回は「フードコート」と「談話コーナー」の魅力を紹介。

なみえ焼そばや請戸漁港で水揚げされた新鮮な海産物を使った料理など、“浪江のグルメ”

を堪能することができる「フードコート」は、ガラス張りの開放的な空間が特徴です。

テーブル席のほかに、眺めが良いコンセント付きのカウンター席、天気が良い日には“浪江

の風”を感じながら食事ができるテラスなど、好きなスタイルで過ごすことができます。

そして、靴を脱いでゆっくりできる小上がりの「談話コーナー」には畳調のタイルが敷かれ

ており、お子さん連れや、足を伸ばして休みたい人などがのんびり過ごせるスペースになって

います。

食事だけではなく、お茶会を開いたり、待ち合わせに活用したり、「あら、しばらく～！

（久しぶり！）」と喜びの声であふれる場所になることが期待されます。

また、毎月1日に発行している「広報なみえ」の７月号（最新号）では、「道の駅なみえ」

の特集ページで施設概要や全体図などを紹介しています。こちらもぜひ、ご覧ください。

（情報統計係 及川）

9浜通り×さんじょうライフvol.458 
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町長メッセージ

7月1日HP更新

双葉町からのお知らせ

町民の皆さまへ

夜空に輝く天の川がひときわ美しい季節になりました。

新型コロナウイルスに係る緊急事態宣言が５月２５日に全面解除され、学校が再開、

外出自粛の緩和など、段階的に日常生活が戻りつつあります。しかし、緊急事態宣言

や外出自粛が解除された韓国や中国では新たな集団感染が報告されており、新型コロ

ナウイルスを取り巻く状況はまだまだ予断を許さない状況です。今後は、日常生活に「新し

い生活様式」を取り入れ、実践をしていく必要があります。引き続き、一人ひとりの感染対

策として「３つの密の回避」や「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗い、うがい

の励行」をはじめとした基本的な感染防止対策を継続していかなければなりません。ただし、

これからますます気温が高くなってきますので、マスク着用時には、熱中症にも十分気をつ

けていただくようお願いいたします。

さて、飯舘村では特定復興再生拠点区域外の帰還困難区域について、拠点外に復

興公園（仮称）を整備し放射線量を低減できれば、帰還困難区域を一括で避難指示

解除するよう求める要望がなされ、国が受け止めて検討しているとの報道がありました。拠

点外の帰還困難区域について、双葉町では除染を行った上での避難指示解除を要望

しており、６月６日に被災１２市町村の将来像に関する有識者検討会に出席した際、田

中和德復興大臣や内堀雅雄県知事に対し、帰還困難区域全域においてふるさとへの

帰還が可能となるよう、しっかりと除染を行った上での帰還困難区域全域の避難指示解

除をあらためて強く求めました。併せて、１２市町村の復興状況はそれぞれステージが異な

っており、避難指示を解除してからかなりの時間が経過した自治体と、双葉町のように一

部避難指示を解除しても住民帰還を果たしていない自治体では状況が全く違うことを強く

申し上げました。

田中復興大臣からは「１２市町村の復興再生に向け、地域ごとに異なる実情を踏まえ、

復興のステージに応じた課題や多様なニーズにきめ細かく対応する」との言葉をいただき

ました。
次ページへ続きます

浜通り×さんじょうライフvol.45810
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７月７日は七夕です。七夕の夜には、令和４年春頃を目標とする特定復興再生拠点

区域の避難指示の解除と住民帰還、各種復興事業が計画どおりに進捗することや特

定復興再生拠点区域外の帰還困難区域の在り方について方針が速やかに示されるこ

と、町民の皆さまのご健康を願いたいと思います。

暑い夏に向かいます。気温が上昇し、熱中症など体調を崩しやすい季節ですので、新

型コロナウイルス感染防止対策と併せて日ごろの体調管理に気をつけて、暑い夏を乗り

切っていただきますようにお願いいたします。

双葉町長 伊澤 史朗

双葉町民の避難状況（令和2年6月30日現在）

【都道府県別】(福島県外) 【福島県内市町村別】
都道府県 人 数

北海道 14

青森県 17

岩手県 11

宮城県 247

秋田県 12

山形県 22

茨城県 459

栃木県 155

群馬県 37

埼玉県 788

千葉県 178

東京都 355

神奈川県 169

新潟県 138

富山県 11

石川県 11

都道府県 人 数

福井県 2

山梨県 14

長野県 15

岐阜県 6

静岡県 23

愛知県 8

三重県 1

滋賀県 1

京都府 11

大阪府 8

兵庫県 3

奈良県 1

和歌山県 -

鳥取県 -

島根県 18

岡山県 3

都道府県 人 数

広島県 3

山口県 1

徳島県 -

香川県 -

愛媛県 5

高知県 -

福岡県 7

佐賀県 4

長崎県 5

熊本県 2

大分県 5

宮崎県 1

鹿児島県 14

沖縄県 4

国外 6

合計 2,795

市町村 人 数

福島市 237

会津若松市 47

郡山市 657

いわき市 2,185

白河市 182

須賀川市 65

喜多方市 6

相馬市 57

二本松市 18

田村市 14

南相馬市 264

伊達市 15

本宮市 42

桑折町 6

川俣町 2

大玉村 9

市町村 人 数

鏡石町 10

天栄村 5

下郷町 2

只見町 2

南会津町 1

猪苗代町 1

会津坂下町 12

会津美里町 4

西郷村 30

泉崎村 7

中島村 2

矢吹町 25

棚倉町 13

塙町 7

石川町 1

平田村 3

避難者総数

6,820

(前月 6,823)

(前月 4,025)

(前月 2,798)

市町村 人 数

三春町 23

小野町 1

広野町 40

楢葉町 7

富岡町 5

川内村 4

大熊町 1

浪江町 2

葛尾村 2

新地町 9

合計 4,025
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双葉地方町村会、双葉地方町村議会議長会が
合同要望活動を実施 6月29日～30日

6月29日、30日の両日、双葉地方町村会と双葉地方町村議会議長会が関係省庁へ合同要望

活動を行いました。

田中和徳復興大臣をはじめ、経済産業省、環境省、農林水産省、国土交通省、総務省、自

由民主党復興加速化本部に対し、双葉地方の現状を説明し、復興・創生期間後も各町村で復

興のステージが異なる新たな課題や多様なニーズにきめ細かく対応しつつ、本格的な復興・

加須市に表敬訪問 6月25日

新型コロナウイルスに係る緊急事態宣言の解除により4月に実施できなかった加須市へ表

敬訪問を行いました。

伊澤町長は大橋良一市長、角田守良副市長、渡邉義昭教育長、柿沼秀雄議長に徳永修宏副

町長を紹介するとともに「日ごろから双葉町民が大変お世話になっております。またこのた

びは新型コロナウイルスの家計支援として加須市に避難している町民に対し、市民と同等に

水道料金の基本料金4カ月分の免除や災害時に備えた防災ラジオの無償貸与などの対応をし

ていただいていることに深く感謝申し上げます」と御礼を述べました。

再生に向けた取り組みを加速

化することが必要であると各

種支援の充実に向けて要望書

を手渡しました。また、帰還

困難区域の除染と特定復興再

生拠点区域の拡大についても

強く求めました。

浜通り×さんじょうライフvol.45812



被災自治体News

交流ルームひばり通信

三条市の協力を得て、お盆前の一時帰宅を計画しました。

避難者のみの一時帰宅です。定員4人(受け付け順)とさせていただきます。

梅雨の時期を経て、家の中の湿気やカビ、家周りの伸びた草木も気になる方もいるかと思

います。

また、お墓参りなども可能です。ご相談ください。

日 時 ８ 月８ 日

行 程 三条市出発 午前 5時頃

(予定) 現地到着 午前10時頃

＊自宅や目的地に送迎

現地出発 午後 3時頃

三条市到着 午後 9時頃

土

申込締切 ７月１５日(水)正午
交流ルーム「ひばり」

TEL ０２５６-３３-８６５０

※片道利用もＯＫです。
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被災自治体News

横山復興副大臣が町内を視察 6月24日

横山信一復興副大臣が双葉町内を視察し、伊澤町長は中野地区の産業交流センター、東日

本大震災・原子力災害伝承館を案内しました。

産業交流センターでは、屋上から産業団地の説明を行いました。

さらに役場コミュニティーセンター連絡所では住む拠点として駅西に建設中の災害公営住

宅などについて説明し、意見交換を行いました。

伊澤町長は横山副大臣に双葉町の復興への更なる支援について要望しました。



避難先住所等の届け出について

市町村名 世帯数 人数

小高区 17 43

原町区 3 4

南相馬市 計 20 47

浪江町 3 11

双葉町 1 3

郡山市 5 9

合 計 29 70

三条市に避難している
世帯数と人数(2020.7.8現在）

発行/三条市総務部政策推進課 三条市旭町二丁目３番１号
Tel 0256-34-5511

浜通り×さんじょうライフvol.45814

東日本大震災に伴い避難されている方で、次のような場合は、

全国避難者情報システム（避難者名簿）に登録されている内容を

変更する必要がありますので、ご連絡ください。

・転居したので住所が変わった（変わる予定である）

・家族構成が変わった（子が進学などで転出、帰還した家族がい

るなど）

・避難生活が終了した（避難の意思を有しなくなった）

連絡先
三条市役所 福祉課

0256-34-5405TEL

交流ルームひばり通信

７月の『ひばり』
日 月 火 水 木 金 土

９ １０ １１

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８

午前10時
～午後３時

ひばり休み ひばり休み
午前10時
～午後1時

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５

午前10時
～午後３時

ひばり休み ひばり休み
午前10時
～午後1時

海の日

ひばり休み

スポーツの日

ひばり休み ひばり休み

問い合わせ TEL

E-mail
交流ルーム ひばり
（総合福祉センター内）
運営：さんじょう∞ふくしま「結」の会

0256-33-8650

hibari_sanjo_nyh@yahoo.co.jp

[開設時間] 日 午前10時～午後3時

水 午前10時～午後1時

※さんじょう∞ふくしま「結」の会

避難者と三条市のボランティアの有志で組織している団体で、「交流ルームひばり」の運営を無償で

行っています。「交流ルームひばり」へお気軽にお立ち寄りください。


